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1．はじめに 

 木材を長さ方向に接着接合するたて継ぎは，集成

材，CLTに用いるラミナの製造や枠組壁工法構造用

たて継ぎ材の製造に欠かせない技術である。たて継

ぎの方法にはスカーフジョイント（SJ），フィンガ

ージョイント（FJ）等があるが，現在の主流は FJ

である。本稿では，FJに関する国内の製造基準や日

本農林規格（JAS）における記述をたどりながら，

その変遷を紹介する。 

 なお、本稿では「たて継ぎ」と記述することを基

本としたが、引用文については出典に従った。「ラミ

ナ」についても同様とした。 

２．海外でのFJの開発 

 欧州，北米でのFJの開発については，1980年9

月 15 日~19 日にかけて，ノルウェー政府の招待に

よりハマル市で開催された FJ 材の製造，マーケテ

ィング，利用に関するセミナーのプロシーディング

1)に詳しく記述されている。 

イギリスでは 1950 年代の半ばまで木材のたて継

ぎにSJが使用されていたが，SJは高い強度性能を

有するものの，継ぎ手部分での木材のロスが多いこ

とが問題であった。この問題を解決するために，

1950 年代の後半には，SJ を二つ折りにしたような

‟Vee joint（Vジョイント）”も用いられるようになっ

たが，特殊な加工機や圧締装置が必要であった 2)。

FJ が使われるようになったのは 1960 年頃からであ

った。初期の FJ はフィンガー長さ 50-60mm，ピッ

チ 12-15mm といった長いものが使用されていたが，

1970年頃にはフィンガー長さ 10mm，ピッチ3.8mm

のFJが開発された。その数年後にはフィンガー長さ

15mm，ピッチ3.8mmのFJが開発され，接合効率の

高さから製造者から強い関心が持たれた 3)。その後，

1976年にはFJに関する規格BS 5291:19764)が定めら

れた。 

 ドイツでは 1937年から FJに関する試験が進めら

れ，1960年にFJに関する規格DIN 68140:1960-06が

定められた5,6)。この規格はわずか3ページであるが，

フィンガー形状の諸要素（第 1 図），推奨する形状

を記していた（第 1 表，第 2 表）。それらは、木質

構造の設計に関する規格 DIN1052 に従って設計す

る必要のある部材，あるいは厳しい機械的ストレス

にさらされる場合に用いるグループ I，窓枠，床材，

椅子等に使われる場合に用いるグループ II に分け

られていた。 

 

第1図 フィンガージョイントの形状 5,6) 

（DIN 68140:1960-06） 

フィンガー長さ：ℓ，ピッチ：t，先端幅：b， 

tip gap（すき間）：s，（スカーフの）角度：α 

 

第1表 スカーフの角度及び断面欠損 5,6) 

（DIN 68140:1960-06） 

応力グループ ｖ ℓ α
≦10 ≦7.50 (1：7.6)
＞10 ≦7.10 (1：8)
≦10 ≦7.50 (1：7.6)
＞10 ≦7.10 (1：8)

v：断面欠損（先端幅／ピッチ=ｂ/ｔ）

I

II

≦0.18

≦0.25

 
* 森林総合研究所 複合材料研究領域 
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第2表 主たるFJの形状（DIN 68140:1960-06）5,6) 

応力グループ ℓ t b v
7.5 2.5 0.2 0.08
10 3.7 0.6 0.16
20 6.2 1 0.16
50 12 2 0.17
60 15 2.7 0.18
4 1.6 0.4 0.25
15 7 1.7 0.24
30 10 2 0.2

I 及び II

II

 

 

米国では1950年代後半からFJに関する研究が進

められ，1963年には業界基準が定められた 7,8)。1960

年代後半には専用のカッターで切削加工するフィン

ガー長さが短く（15mm 以下），フィンガーの幅が

狭い（10mm幅の中に3個またはそれ以上のフィン

ガーが存在する程度）FJの開発が進められた 9,10)。 

また，Economic Commission for Europe（欧州

経済委員会）は通商規制を軽減するために FJ を取

り扱うこととし，1977年に構造用針葉樹製材のFJ

に関するECE 推奨規格を定めた 5,11)。本規格には， 

一般的要求事項として，適用の範囲，ジョイントの

強度，製造上の要求事項（木材の含水率，機械・器

具，節及び割れ，丸み，接着剤，接着操作，耐久処

理），ジョイントの間隔，表示方法が定められ，また，

ジョイントの強度決定及び品質管理の手続きについ

て記されている。 

 FJの形状については，FJの開発当初から研究が

進められてきた 12,13)。一方，現行の ISO 規格 14)，

EN規格 15)，米国のANSI規格 16)，カナダのNLGA

規格 17-19)，豪州規格 20)においては，試験方法，品質

管理に関する記述は見られるが，FJの形状に関する

記述は見られない。ただし，NLGA規格では tip gap

（かん合のすき間）が 1.6mm を超えないこととい

う基準が設けられている。 

３．国内でのFJの開発 

3.1 FJに関する強度性能基準の設定 

 国内での FJ の利用は集成材用ラミナの製造に関

するものが主であったことから，ここでは集成材の

JASにおけるFJの変遷を中心に述べる。 

 集成材のJASは1966年に制定された 21)。その中

では，（定義）第 2 条において，構造用集成材，化

粧ばり構造用集成材について「･･･ひき板を長さ方向

にスカーフジョイント又はこれと同等以上の接合性

能を有するようにして･･･」，（構造用集成材の規格）

第4条において，材面の品質に関して注として「（注）

（２）スカーフジョイント又はフィンガージョイン

トの先端部分の微小な接合のすき間は，ないものと

みなす。」と記述されている。FJの存在は認識され

ているが，構造用集成材に用いるひき板のたて継ぎ

は SJ が原則であることがうかがえる。また，曲げ

試験やたて継ぎ部の接着試験は定められていない。

積層面の接着性能については，ブロックせん断試験

に合格することとある。1969年のJAS改正 22)にお

いても，（定義）や（構造用集成材の規格）に変更は

なく，SJ が原則であることに変わりはなかったが，

集成材の中央集中3点曲げ試験（スパンは試験片厚

さの 14 倍）が定められ，針葉樹A，B，広葉樹A，

Bの区分に対する曲げヤング係数，曲げ強さの基準

がそれぞれ設けられた。なお，積層面の接着につい

ては改正前と同様であった。 

 構造用集成材に用いるラミナのたて継ぎについて，

SJ と同等のものとして FJ が記されたのは，1973

年に制定された「構造用集成材および化粧ばり構造

用集成材の製造基準」23)であり，第3表のように「縦

つぎラミナ」の定義，「縦つぎラミナの曲げ試験方法」

が記され，針葉樹 A，B，広葉樹 A，B の区分に対

する曲げヤング係数，曲げ強さの基準がそれぞれ設

けられた。翌年 1974年の JAS改正 24)においても，

SJと同等のものとしてFJが記述された。ラミナの

曲げ試験は定められなかったが，集成材の曲げ試験

は，「試料集成材の積層方向の外側層に長さ方向の接

着部分があるときは，その接着部分を含めて試験片

を作成する」と定められ，たて継ぎ部の性能を調べ

る試験方法となった。なお，方法は中央荷重の3点

曲げ，スパンは試験片の厚さの14倍であった。 

3.2 構造用たてつぎ木材の製造基準（案） 

国内では1970年代初頭からFJを構造材の製造に

用いることを目的とした研究開発が進められた 25）。

その後，FJの製造技術や基準を整備することを目的

として，1982年度から2年にわたり(財)日本住宅・

木材技術センターに農林水産省の補助事業として

「縦接合委員会」が設けられ，「構造用たてつぎ木材

の製造基準（案）」について検討が行われた 26,27)。 
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第 3表 構造用集成材および化粧ばり構造用集成材

の製造基準における縦つぎラミナの定義と試験方法

23) 

縦つぎラミナ

ひき板等の長手方向につぎ手を
設けてラミナを作る場合には，ス
カーフジョイント，フィンガージョイ
ントまたはこれと同等以上の接合
性能を有するつぎ手を用い，[3.1]
に示す接着剤を使用して，たがい
に強固に接合するものとするが，
用いるつぎ手についてあらかじめ
次に示す曲げ試験を行ない，今
試験に合格することを確かめてか
ら用いるものとする。（以下略）

縦つぎラミナ
の曲げ試験

縦つぎラミナの曲げ試験に供する
試験片の寸法は，幅はラミナ幅の
1/2以上，厚さはラミナ厚さそのま
まとし，次図に示す方法によって
行う。この場合，スパンℓは試験
片の厚さの約20倍とし，平均荷重

速度は，毎分150kg/cm2以下とす
る。（3等分点4点荷重式の曲げ試
験図が示されている）。

 

1985年に公表された基準（案）28)では，適用の範

囲を「所要の耐力を目的として，木材の長さ方向端

部につぎ手（フィンガージョイント）加工を施し，

接着剤を用いて強固にたてつぎした木材であって，

主として構造物の耐力部材として用いられるものの

製造に適用する」とし，対象とするたてつぎ木材の

種類（仮称）については，「枠材用（JS材）：工場生

産される住宅用パネルの枠材，在来工法および枠組

壁工法の間柱，垂木，根太のように，合板，パーテ

ィクルボード等の面材料が張られ，数本以上の部材

で耐力を負担する部材に使用するたてつぎ木材をい

い，主として曲げを受ける場合と主として圧縮を受

ける場合により甲(J),乙(S)の 2 つに区分した。フラ

ンジ・トラス用（FT材）：ポックスビームのフラン

ジ，トラスの下絃材のように，高い曲げ，引張性能

が要求される部材に使用されるたてつぎ木材をい

う。」と解説されている。 

さらに，FJの強度性能が接着面積やスカーフ傾斜

比の影響を受けることから，加工された木材の FJ

の形状（第 2 図）に関して，「スカーフ傾斜比(tan

θ)：1/7.5以下であること，かん合度(t1-t2)：0.1mm

以上であること，フィンガー先端厚さとピッチの比

(t1/p)：枠材用（甲，乙）0.15～0.20以下であること，

フランジ・トラス用0.15以下であること，フィンガ

ー長さ(L)：枠材用（甲，乙）10.5mm以上であるこ

と，フランジ・トラス用12mm以上であることを満

足するものであること」とされた。 

 

 

第2図 FJの形状 28) 

 

3.3 構造用大断面集成材の日本農林規格及び

適正製造基準 

大型建築物の建築に必要な強度性能等を保証する

ため，主としてこれらの構造物の耐力部材として用

いられる部材のうち，その断面が7.5cm×15cm以上

のものを対象として構造用大断面集成材の日本農林

規格 29)が 1986年に制定された。この規格では，ひ

き板段階から基準を設けており，また，実大試験が

困難なことを考慮して，ひき板段階での強度試験等

を認め，大型木造建築物に対応した性能が規格化さ

れた 30)。本規格では，「隣接するひき板の長さ方向

の接着部の間隔等の基準」として，たて継ぎの配置

について言及されている。また，外層用ひき板につ

いては，曲げB試験，曲げC試験が設けられた。曲

げC試験は，ひき板の長さ方向の接着層部分を中央

に配置して，試験片を曲げ破壊する試験であり，曲

げ強さ及び曲げヤング係数を求める。スパンを試験

片の厚さの 21倍以上とした 3 等分点 4 点荷重方式

である。 

さらに，1987年には構造用大断面集成材の製造基

準 31)が定められ，たて継ぎラミナについて，「スカ

ーフジョイント，フィンガージョイント又はこれら

と同等以上の接合性能を有するつぎ手を用いるこ

と」とし，接着剤については，「レゾルシノール樹脂

又はこれと同等以上の性能を有するもの」としてい
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る。つぎ手は初期試験（外層用ラミナの曲げ試験，

たてつぎラミナの煮沸はくり試験），たてつぎラミナ

の保証荷重検査，抜き取り試験（たてつぎラミナの

曲げ試験）に適合するものとされている。 

 最外層ラミナのたて継ぎについて，「特級及び 1

級の集成材の最外層ラミナに，水平型フィンガージ

ョイントを用いる場合には，集成材の表面にフィン

ガージョイントの先端厚（いもつぎ部という）が現

れないように，先端厚さが零になるまで鉋削するも

のとする」とされている。いもつぎ部がラミナの切

り欠き部となり，そこに応力が集中することによっ

て破壊が生じやすくなることを避けるためであると

考えられる。 

FJについては「別記1 構造用大断面集成材用ラ

ミナのフィンガージョイントの技術基準」によると

するとされており，ジョイント間隔や FJ の形状・

諸要素に関して記述されている（第4表）。 

 

第4表 構造用大断面集成材用ラミナのFJの技術基

準（抜粋）31) 

ジョイント間隔

1枚のラミナのフィンガージョイント
間の距離は，外層用ラミナにあっ
ては厚さの24倍以上，その他のラ
ミナにあっては厚さの12倍以上で
あって，かつ，30cm以上とする。

スカーフ傾斜比 (θ )：1/7.5以下
であること

かん合度 (t 1-t 2)：0.1mm以上で

あること
フィンガー先端厚さとピッチの比

(t 1/p )；外・中間層用にあっては，

0.15以下であること。また，内層
用にあっては，0.15～0.20以下で
あること。
フィンガーの長さ (L )　：外・中間
層用にあっては，12.0mm以上で
あること。また，内層用にあっては
10.5mm以上であること。

フィンガージョ
イントの形状・
諸要素

 

 

3.4 構造用集成材のJAS及び適正製造基準 

1996年の構造用集成材のJAS32)制定にあわせて，

同年に構造用集成材の適正製造基準 33)が定められ

た。JASにおいてはFJの形状に関する記述は見ら

れないが，適正製造基準においては，「別記2．構造

用集成材用ラミナのフィンガージョイントの技術基

準」において，スカーフ傾斜比 1/7.5 以下，かん合

度 0.1mm 以上，フィンガー長さ：最外層，外層，

中間層用 12.0mm 以上，内層用 10.5mm 以上と記

された。その後もJASでの記述は見られなかったが，

2007 年の JAS 改正時に FJ の形状に関して上記の

製造基準と同様の記述が追加された 34)。 

3.5 直交集成板のJAS及び適正製造基準 

直交集成板の JAS35,36)では，2013 年制定時から

FJの形状に関する記述は見られないが，その制定に

あわせて，2014年に作成された直交集成板の適正製

造基準 37)においては「別記1 直交集成板用ラミナ

のフィンガージョイントの技術基準」において，ス

カーフ傾斜比1/7.5以下，かん合度0.1mm以上，フ

ィンガーの長さ：外層用 12.0mm 以上，内層用

10.5mm以上という基準が示された。 

  3.6 集成材，直交集成板用ラミナのFJ形状（フ

ィンガー長さ）に関する見直し 

2017年の集成材のJAS改正 38)により，フィンガ

ー長さに関する基準の見直しが行われ，フィンガー

長さ 6.0mm 以上となった。直交集成板の適正製造

基準についても改訂が行われ，フィンガー長さにつ

いては，たて継ぎラミナの曲げ又は引張り試験，煮

沸剝離又は減圧加圧試験により，その性能を満たす

こととされた 39)。 

フィンガー長さ 6.0～6.5mm のFJに関しては，

スギ，ヒノキ，エゾマツ，カラマツ，オウシュウア

カマツ，ベイマツFJラミナの曲げ試験 40-42)，スギ，

カラマツ，オウシュウアカマツFJラミナの引張り，

圧縮試験 43)，また，フィンガー長さ 6.0mmのカラ

マツFJラミナ、6.5mmのヒノキFJラミナを用い

た集成材，6.0mm のスギ FJ ラミナを用いた CLT

の曲げ試験 44,45)が行われ，いずれもJASに定められ

た基準を満たす結果が得られたことが報告されてい

る。 

3.7 枠組壁工法構造用たて継ぎ材のJAS 

1991 年に制定された枠組壁工法構造用たて継ぎ

材の日本農林規格 46)においては，FJ の形状につい

て甲種，乙種，たて枠用のいずれについても，フィ

ンガー長さが12mm以上であり，かつ，tip gap（か

ん合部のすき間）が 1.5mm 以下であることと定め

られている。この基準は以降の改正においても変わ
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っていない。 

４．まとめ 

 FJ に関して国内の製造基準及び規格の変遷につ

いて，集成材を中心に記した。国内では，国産材を

用いた枠組壁工法構造用たて継ぎ材の生産が行われ

47)，また、間柱等を対象とした接着たて継ぎ材の日

本農林規格 48)が定められ，FJ 材の利用拡大が見込

まれる。国内でも構造用として 50 年近くの歴史が

あり，技術的には成熟したものと考えられるが，そ

の加工性や強度性能に関する技術開発にはまだ余地

が残されていると考えられる。例えば，早生樹に関

するFJ技術の開発，樹種特性に応じたFJ加工技術

の開発が挙げられよう。本稿が今後の FJ の技術開

発の一助となれば幸いである。 
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